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民法Ⅳ－２〔契約法〕 

（ Civil Law Ⅳ－２ ） 

 

２学期 金曜７・８時限 

授業時間：７５分×２０回  

単 位 数：２単位 

履修年次：１年次 

担当教員：上山 泰 

研 究 室：教員研究室１２ 

 

授業の到達目標： 

(1) 契約法総則及び各論上の各制度の概要を理解する。 

(2) 契約法に関する最高裁の重要判例を学び、その意義や射程を説明できるようになる。 

(3) 契約法に関する具体的事例を検討することによって、民法の条文解釈を行う基本的な能力を

身につける。 

 

授業概要： 

本授業は、民法Ⅳ－１とも連動させつつ、契約法に関する基本的知識（関係各条文の立法趣旨、

要件、効果等）を習得させるとともに、民法全体における契約法の体系的位置づけについて理解

させることを主たる目的とする。あわせて、契約法の解釈論を通じて、民法的な思考方法・解釈

方法に対する基本的訓練を行い、具体的な紛争事案に対する解決能力の育成を図る。また、本授

業では、狭義の契約法（民法典上の契約総則及び契約各論の各規定）を解説するにとどまらず、

契約の成立から消滅に至るまでの契約をめぐる法的問題点全般を、現実社会における法の実態に

即し、立体的に理解することを目指している。このため、授業の対象も民法総則及び債権総則の

一部における契約法関連諸規定にまで広く及ぶことになる。 

 関連授業である民法Ⅳ－１では、主として、民法総則上の契約法関連規定を対象としたが、本

授業では、契約総則・契約各論上の関連規定を中心に取り上げていく。 

 具体的には、まず契約により成立する債権・債務の一般的性質やその基本構造を確認し、つい

で、同時履行の抗弁権・危険負担等、主に双務契約の効力に焦点を当てて解説していく。つづい

て、契約の不履行時の問題点として、民法Ⅲにおける債務不履行に関する授業との連動性を意識

しつつ、瑕疵担保責任等の制度について詳しい検討を行う。その後、特に契約解除の問題を中心

として、契約の終了に関する問題点を取り上げる。 

 本講義の終盤は、契約各論上の問題として、これまでの授業内容を踏まえつつ、民法典上の典

型契約に関する、重要な法的問題点を解説していく。ただし、講義時間の制約上、全ての典型契

約に満遍なく触れることは難しいため、理論・実務の双方において特に重要性の高い、売買契約、

賃貸借契約、請負契約に焦点を絞り、解説を行っていく。なお、賃貸借契約の講義に際しては、

借地借家法に関する概説をあわせて行う予定である。 

授業の進め方は、いわゆる純粋未習者に対する配慮等から、講義形式を原則とする。 

講義に当たっては、事前に講義レジュメ（A4 版 10 頁程度）を配布するので、受講生は、毎回

事前に配布される講義レジュメをもとに、講義対象となる論点、判例等に関して、十分な予習を

行ってきたうえで授業に参加する必要がある。講義レジュメは、原則として対象講義の 1 週間前
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までに、Web 及び資料室の双方を通じて配布する。 

 

評価方法： 

 学期末に実施する定期試験により、評価する。 

 

教 科 書： 

 潮見佳男『基本講義 債権各論Ⅰ 契約法・事務管理・不当利得（第 2版）』（新世社） 

 

参 考 書： 

 山本敬三『民法講義Ⅳ－１ 契約』（有斐閣）、内田貴『民法Ⅱ 債権各論（第 2 版）』、鎌田薫

ほか『民事法Ⅲ 債権各論（第 2版）』（日本評論社） 

 

［未習者向け自習書］ 

 笠井修ほか『はじめての契約法（第 2版）』（有斐閣） 

 

授業計画： 

第 1回 双務契約概論・同時履行の抗弁権 

 契約の効力に関する解説の 1回目として、まず、双務契約の牽連性に関する概説的講義を行う。

その上で、この具体例の 1 つとして、民法 533 条の規定する同時履行の抗弁権を取り上げて解説

する。まず、同制度の意義と要件、効果に関する概説を行う。さらにこれを踏まえて、留置権と

の比較、非双務契約における同時履行の抗弁権の有無等の具体的論点について、事例をもとに検

討を行う。 

 

第 2 回 同時履行の抗弁権・不安の抗弁権 

 前回の講義を受け、同時履行の抗弁権に関する各論的論点の検討を行う。あわせて、同時履行

の抗弁権の応用的展開といえる、不安の抗弁権を取り上げ、その意義や機能について解説する。

さらに、双務契約の履行における関連性の意義と機能について、より踏み込んだ考察を行う。 

 

第 3 回 危険負担Ⅰ 

 契約の効力に関する各論的課題として、民法 534 条～536 条が規定する危険負担制度を取り上

げて、解説を行う。まず、同制度の意義と要件、効果を条文に則しつつ、制度の全体像について

概観する。 

 

第 4 回 危険負担Ⅱ 

 前回に引き続き、危険負担制度について解説を行う。ここでは、特に債権者主義の適用範囲に

ついて、その歴史的沿革や現代における政策的妥当性の視点も交えつつ、詳細に検討していく。

たとえば、通常の売買事例のほか、二重売買事案や他人物売買事案等の特殊事例についても、検

討の対象とする。 



22 
 

 

第 5 回 契約の解除Ⅰ 

 契約終了の重要な原因である解除権について、概説を行う。具体的には、解除権の定義や種類

に関する解説のほか、取消等の解除と類似した諸制度の説明を行い、これらの機能等を比較検討

することによって、法定解除権の意義について、より深い理解を獲得できるようにする。 

 

第 6 回 契約の解除Ⅱ 

 前回の講義を踏まえて、債務不履行責任に基づく法定解除について、債務不履行における一般

的な類型論を前提としつつ、それぞれの類型における要件等を詳細に検討する。 

 あわせて、債務不履行解除以外の解除類型（事情変更による解除、手付けによる解除等）を概

観する。 

 

第 7 回 契約の解除Ⅲ 

前回までの講義を踏まえて、解除の効果論について検討する。特に、法定解除の法的性質、解

除の遡及効、解除と第三者、原状回復義務の法的性質と範囲について、具体的事案をもとにやや

詳細に説明していく。 

また、あわせて、解除権の消滅に関する問題点について解説する。 

 

第 8 回 付随義務論・債務構造論 

民法Ⅲの講義内容等も踏まえた上で、債務不履行責任に関する現代的な課題について、主に付

随義務論の視点から考察する。具体的には、安全配慮義務違反、説明義務、告知義務等の損害賠

償責任の質的・量的拡張の問題と、契約締結上の過失責任、契約終了後の予後効をめぐる損害賠

償責任の時的拡張の問題を取り上げ、具体的な事案をもとに検討を行う。あわせて、契約責任の

再構成の議論へとつながる債務構造論等、この分野における先端的な学説の議論を紹介し、現代

における契約責任の体系について、踏み込んだ検討を行う。 

 

第 9 回 売主の担保責任Ⅰ 

 売主の担保責任について概説を行う。まず、民法上に複数規定された売主の担保責任を概観し、

その体系的整理を行う。 

 あわせて、担保責任一般に共通する効果について概観し、既に学んだ債務不履行責任との体系

上の関係性について、主に伝統的通説の視点から説明する。 

 さらに、権利の瑕疵担保責任の概観を行った後、民法 561 条の他人物売買の規定について、具

体的な事例をもとにやや詳細な考察を行う。 

 

第 10 回 売主の担保責任Ⅱ 

民法 570 条の瑕疵担保責任について、様々な説例を分析することによって、詳細な検討を行う。

特に、瑕疵担保責任の性質論に関しては、既に取り上げた通常の債務不履行責任との対比を示し

つつ、いわゆる法定責任説と債務不履行責任説との対立を素材として、詳細な検討を行なう予定
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である。 

 

第 11 回 売主の担保責任Ⅲ 

 前回に引き続き、売主の担保責任について、一般的な債務不履行責任との対比を行うことによ

って、わが国の民法における契約責任の体系的位置づけについて、やや踏み込んだ検討を行う。 

 

第 12 回 契約法の再構成に関する現代的動向 

前回までの講義を踏まえて、近時の契約法ルールに関する国際的な見直し（法改正）の動きや

現在進行中の債権法改正に関する国内の議論について概説する。あわせて、従来の伝統的通説に

基づく契約責任の体系との比較を行うことによって、こうした契約法再構成の動きについて、そ

の特徴を概観する。併せて、現在進行中の債権法改正作業における主要論点を紹介する。 

 

第 13 回 賃貸借契約Ⅰ 

 民法上の典型契約の 1 つである賃貸借契約について、既に学んだ売買契約と対比させる形で、

その概要を解説する。 

 また、不動産賃借権の物権化について概説を行い、民法Ⅰで学んだ物権に関する基本知識の再

確認を行う。 

 さらに、敷金をめぐる諸問題について、具体的な事例をもとにやや詳細な検討を行う。 

 

第 14 回 賃貸借契約Ⅱ 

 賃借権の譲渡、及び、賃貸目的物の転貸事例について特に、譲渡ないし転貸が無断で行われ

た場合と承諾を得て有効に行われた場合のそれぞれについて、精密な分析を行うことによって、

複数当事者間における複雑な利益衡量の問題を含めて、受講生が正確な理解を得られるようにす

ることを目的とする。 

 

第 15 回 賃貸借契約Ⅲ 

 前回と同様、賃借権の譲渡、及び、賃貸目的物の転貸事例について、具体的な事例をもとに詳

細な検討を行う。今回は、主として、関連する最高裁判例の分析に焦点をあてる予定である。 

 

第 16 回 賃貸借契約Ⅳ 

 賃貸借契約の更新に関する諸問題について、具体的な事例をもとに詳細な検討を行う。 

 

第 17 回 賃貸借契約Ⅴ 

 借地借家法の概説を行い、受講生が、借地関係、及び、借家関係に関する重要な特則規定につ

いて、基本的な理解が得られるようにする。 

 

第 18 回 請負契約Ⅰ 

 民法上の典型契約のうち、請負契約を取り上げ、解説を行う。具体的には、請負の意義、請負
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の成立要件、請負の効力（特に請負人の義務と責任）、請負の終了等について、民法の各条文に即

して詳細な検討を行う。 

 

第 19 回 請負契約Ⅱ 

 前回に引き続き、請負契約について解説を行う。特に、請負契約における目的物の所有権帰属

の問題を素材として、さまざまなケースを検討し、やや踏み込んだ考察を行う。あわせて、この

問題と密接に関連する、民法Ⅰで学んだ添付制度の復習を行い、契約法と物権法の交錯の問題に

ついて、受講生が正確な体系的理解を獲得できるようにする。 

 

第 20 回 その他の典型契約 

 主として、委任契約と組合契約に焦点を当てて、これまでの授業で充分には触れることのでき

なかった典型契約について、その概要を説明するとともに、これらの契約類型に関する重要論点

の検討を行う。 


